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管理代行制度と指定管理制度 ２

区　　分 管理代行制度 指定管理者制度

創設時期 平成17年６月 平成15年９月

法的根拠 公営住宅法第47条（公営住宅のみに適用される制度） 地方自治法第244条の２

適用範囲 公営住宅（市営住宅） 普通地方公共団体の公の施設

制度の趣旨

　地方公共団体等が地域の実情に応じて、地域の公営住宅等
のストックを有効に活用するため、管理主体が異なる公営住
宅等を一体的に管理し、地域における公営住宅の管理の効率
化及び入居者サービスの向上を目指して創設された。

　多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するた
め公の施設の管理に民間能力を活用しつつ、住民サービスの
向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的とするも
の。

委託先 普通地方公共団体又は地方住宅供給公社 法人その他の団体

委託業務の範囲
　公営住宅法第３章の規定による公営住宅の管理

　（家賃の決定並びに家賃、敷金その他の金銭の請求、徴収
及び減免に関することを除く。）

　公の施設の効率的運営と市民サービスの向上を図るため、
公の施設の管理に関する権限を指定管理者に委任して行わ
せる。

　（入居者の決定その他の公営住宅法上事業主体が行うもの
とされている事務を指定管理者に委任して行わせることは適
当ではない。）

中核市の状況

１０市（前橋市、高崎市、川越市、川口市、越谷市、松本市、岐
阜市、豊田市、一宮市、松江市）

※松本市、豊田市、一宮市、松江市は、指定管理制度（公社）
と併用
　　高崎市は、業務委託（公社）と併用

３７市（函館市、青森市、八戸市、盛岡市、秋田市、山形市、い
わき市、水戸市、宇都宮市、船橋市、柏市、八王子市、横須賀
市、富山市、長野市、豊橋市、岡崎市、大津市、豊中市、高槻
市、八尾市、東大阪市、尼崎市、西宮市、和歌山市、倉敷市、
呉市、下関市、高松市、松山市、高知市、長崎市、佐世保市、
大分市、宮崎市、鹿児島市、那覇市）
※地方住宅供給公社への委託は、長野市、和歌山市、大分市

直営
１５市（旭川市、福島市、郡山市、金沢市、福井市、甲府市、吹田市、枚方市、寝屋川市、姫路市、明石市、奈良市、
鳥取市、福山市、久留米市）



県内１９市の状況 ３

市　名 団地数
戸　数

備　　　考
総数 市住 その他

長野市 ８３ ３，６２７ ３，４６２ １６５ Ｈ19.４～指定管理

松本市 ６０ ２，８１５ ２，６３２ １８３ Ｈ20.４～指定管理、Ｈ31.４～管理代行＋指定管理

佐久市 ２１８ １，０３１ ８０８ ２２３ Ｈ24.10～管理代行、Ｈ25.４～管理代行＋指定管理

小諸市 ３５ ７６８ ６４２ １２６ Ｈ25.４～管理代行＋業務委託

塩尻市 １８ ５５５ ４２１ １３４ Ｈ25.４～管理代行＋指定管理

伊那市 ３３ ７０３ ５０６ １９７ Ｈ25.10～管理代行＋指定管理

岡谷市 １８ ５８１ ４１０ １７１ Ｈ26.４～管理代行＋業務委託

飯田市 ２８ ８５６ ７１９ １３７ Ｈ28.４～管理代行＋指定管理

駒ケ根市 ７ ３６１ ３６１ ０ Ｈ30.４～管理代行

須坂市 ２０ ６１７ ５６７ ５０ Ｈ31.４～管理代行＋指定管理

上田市 ４１ １，８０１ １，７３６ ６５ R5.4～　管理代行＋業務委託で準備中

計 ５６１ １３，７１５ １２，２６４ １，４５１ 指定管理 １市　　管理代行 ９市　　管理代行移行予定 １市

諏訪市 ７ ２３３ ２２９ ４ 直営

中野市 ８ ３３１ ３２３ ８ 直営

大町市 １５ ４７７ ４７５ ２ 直営

飯山市 ３３ ３２７ １７１ １５６ 直営

茅野市 ４ ３３７ ２５７ ８０ 直営

千曲市 ７ ３３２ ３３２ ０ 直営

東御市 １５ ２７０ ２２６ ４４ 直営

安曇野市 １５ ３８２ ３６２ ２０ 直営

計 １０４ ２，６８９ ２，３７５ ３１４ 直営　８市

合　計 ６６５ １６，４０４ １４，６３９ １，７６５

Ｒ３．４．１　現在



市内の公営住宅等の概要【管理戸数】 ４

種　別 団地数 戸　数

市営住宅 ５３ ３，４０５

小　計（公営住宅） ５３ ３，４０５

特定公共賃貸住宅 ６ ５８

定住促進住宅 ８ ４３

厚生住宅 14 １４

特別市営住宅 ２ ８０

七瀬住宅 １ ５０

小　計 ３１ ２４５

合　計 ８４ ３，６５０

【長野市】
Ｒ４．４．１現在

地　区 団地数 戸　数

長野（管理代行） ３４ ５，０９４

　内　長野市内 ２３ ４，０３５

松本（管理代行） ２７ ３，４１５

上田（管理代行） １４ １，３８５

諏訪（管理代行） １８ １，３７３

佐久（管理代行） １５ １，０２９

伊那（管理代行） １４ ８４２

飯田（管理代行） １０ ６５４

小　計 １３２ １３，７９２

木曽（直営） ２ １０２

大町（直営） ６ ４３６

北信（直営） ６ ３５０

小　計 １４ ８８８

合　計 １４６ １４，６８０

【長野県】

種　別 団地数 戸　数

公社賃貸住宅 １５ ４３２

　内　長野市内 １１ ３４１

合　計 １５ ４３２

【長野県住宅供給公社】
Ｒ３．４．１　現在 Ｒ３．４．１　現在

種　別 団地数 戸　数

長野市 ５３ ３，４０５

長野県 ２３ ４，０３５

長野県住宅供給公社 １１ ３４１

合　計 ８７ ７，７８１

【長野市内の公営住宅等】

管理代行制度を導入することにより、

長野市内の８７団地、７，７８１戸を

一体的に管理することが可能となる。



管理委託の業務概要 ５

業務内容
指定管理 管理

代行
業務内容

指定管理 管理
代行本市 本市

入退去
関　係

入居者の公募計画の決定 × △ 〇

徴収・明渡
関　係

家賃の徴収 〇

入居者の募集 × 〇 敷金の徴収 〇

入居者の資格 × 滞納者への明渡請求・指導 △ 〇

入居者の審査・選考 〇 滞納者への明渡訴訟 ×

入居者の決定 × 〇 滞納者明渡期限到来後の金銭徴収 〇

退去検査 〇 高額所得者への明渡請求・指導 △ 〇

一般・管理
関　係

収入調査の受付 〇 高額所得者への明渡訴訟 ×

収入不申告者の勤務先等への収
入状況報告の請求

× 〇 高額所得者明渡期限到来後の金銭徴収 〇

家賃・敷金の決定 × 建物等
許可関係

用途変更・模様替・同居・承継の書類受付 〇

家賃減免等の書類の受付 × 〇 用途変更・模様替・同居・承継の書類承認 × 〇

家賃減免等の決定 ×
修　繕

一般修繕・緊急修繕 △ 〇

入居者指導・苦情処理 〇 修繕計画策定・決定 × △ 〇

各種通知書の作成・送付 〇 保守点検 付帯施設の保守点検 〇

市営住宅の巡回・監視 〇 目的外使用 行政財産目的外使用許可の承認 ×

△　一部業務が可能　　〇　すべての業務が可能

×　△　指定管理者制度でも可能だが市が直営で実施
指定管理・管理代行で可能 管理代行のみ全て可能 指定管理・管理代行で不可



管理代行制度の導入におけるメリット・デメリット ６

メリット デメリット

管理代行制度

① 市営住宅・県営住宅・公社賃貸住宅を一体的に管理するこ

　とにより、地域の公営住宅等のストックの有効活用に繋がる。

② 管理主体が異なる公営住宅等を一体的に管理することによ

　り、維持・管理の効率化及び入居者サービスの向上が期待

　できる。　（窓口の一体化が図られる。）

③ 入居から退去までの一連の業務を代行させることで、より

　効率的で迅速な事務処理（入居者の決定等）が期待できると

　ともに管理責任が明確になる。

④ 維持・管理の権限を拡大して移譲することにより業務量の

削減が期待できる。

　（職員数の削減により職員人件費が減少する。）

⑤ 受託者が固定され、安定的で一貫性のある施設管理が可

　能となる。（市民の安心感につながる。）

① 管理代行制度（市住3,405戸）だけでは管理できない住宅

　（市住以外245戸）がある。

② 市営住宅と市営住宅以外の受託者が異なることとなった

　場合に、今井団地など２つの受託事業者の混在する団地が

　発生し、入居者の混乱が予想される。

③ 管理代行制度では管理できない団地が、中山間地域にも

　点在しており、長野県住宅供給公社以外の事業者では、効

　率的な維持・管理が期待できない。

④ 管理代行制度では、委託先が長野県住宅供給公社に限定

　され、競争性が失われる。

指定管理者制度
（参考）

① 市が所有する公営住宅等の安定的で一体的な管理を継続

　できる。

② 受託者が長野県住宅供給公社に限定されないため、競争

　性や事務改善につながる可能性がある。（事業者の選定に

　おいて、新たな事業提案の可能性がある。）

③ 委託範囲のより一層の拡大により、一定の経費削減の可

　能性はある。

① 管理主体が異なる公営住宅等をそれぞれで管理することに　

　より、公営住宅等の一体的な維持・管理は期待できない。

② 長野県及び多くの県内市では、既に管理代行制度に移行し

　ており、今後、サービス提供の格差が生じる恐れがある。

③ 受託者が変更となった場合に混乱が予想される。

④ 市と受託者の双方が関連する業務が多く、迅速な事務処理

　が期待できない業務がある。



管理代行制度導入後の入居の流れ ７
　現行 　　　更に期間を短縮した場合

現状（Ｒ4．4の例） ３月 ６月

管理代行へ移行後 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬
ＨＰ：３／25
広報：４／１

ＨＰ 広報

ＨＰ：３／25
広報：４／１

ＨＰ 広報

４／５～４／11

４／５～４／11

４／15

４／15

４／18～５／２ 抽選後から14日間

４／12～4／25 受付締切から14日間

４／21～４／27

４／12～４／18

５／９ 抽選から20日後

4/19・4/20・4/26 抽選から5日後

５／10～５／13

4/20～26・4/21～26・4/27～5/2

５／18

4/27・5/2・5/9

５／19～５／25 5日間

5/2・5/6～9・5/10～11 2日間

５／26

5/6・5/13・5/16

５／31

5/12・5/18・5/23

６／１

5/13・5/19・5/24

誓約書等の審査

敷金納付書発行・送付 審査から5日後

敷金納入期限 送付日から5日後

入居決定通知書交付・
入居可能日（鍵渡し）

敷金納入期限の翌日

鍵交換（住宅課） 説明会前5日間

入居手続き説明会・
入居決定通知書交付

内覧 手続説明後5日間

　誓約書等提出期限 説明会から10日後

募集案内の公表

申込受付 7日間

抽選会 受付締切から4日後

　暴力団員照会（住宅課）

　　　　暴力団員照会を抽選会前に行う場合 　　暴力団員照会を抽選会後に行う場合

項　　目 日数等
４月 ５月



今後の公営住宅等の管理（指定管理者制度⇒管理代行制度＋業務委託） ８

種　別 団地数 戸　数 管　　理　　方　　法

市営住宅
（公営住宅）

５３ ３，４０５

管理代行制度へ移行

① 市営住宅・県営住宅・公社賃貸住宅の一体的な管理

　➡　地域の公営住宅等のストックの有効活用を図る。

　　　 維持・管理の効率化及び入居者サービスの向上を図る。

② 効率的で迅速な事務処理

　➡　入居から退去までの一連の業務を代行させることで事務手続きの効率化を図る。

　　　（入居決定等の期間の短縮）

③ 権限移譲による業務量の削減

　➡　職員数の減により職員人件費の削減を図る。

特定公共賃貸住宅 ６ ５８ 業務委託（随意契約）へ移行

　（市営住宅の管理代行制度への移行に伴うデメリットの解消のため。）

① 管理代行制度（市住3,405戸）と業務委託（市住以外245戸）の一体的な維持・管理

　➡　今井団地（市住・特市）などでは、制度が併用となるため、業務委託の範囲（入居

　　　前修繕工事を含む）を見直し、サービスの均衡を図る。

② 効率的な維持・管理と経費の削減

　➡　中山間地域に点在する特公賃・定住促進・厚生住宅の管理を住宅供給公社が

　　　一体的に維持・管理することにより、効率的な維持・管理と経費の削減を図る。

定住促進住宅 ８ ４３

厚生住宅 14 １４

特別市営住宅 ２ ８０

七瀬住宅 １ ５０

小　計 ３１ ２４５



【参考】管理経費の比較（１年間分） ９

項　目 内　訳
指定管理

（３，６５０戸）

管理代行制度の導入後

差　額管理代行
（３，４０５戸）

業務委託
（２４５戸）

合　計
（３，６５０戸）

人件費 人件費 ６５，１２０ ７３，６１０ ５，２９０ ７８，９００ １３，７８０

設備管理費

保守点検費
（エレベーター、消防用設備、上水供給
施設、受水槽等清掃等）

４７，７０７ ４２，５１５ ５，１９２ ４７，７０７ ０

定期点検・調査費
（遊具施設、建築基準法12条２項・３
項・４項定期調査）

２，７８３ ２，５９６ １８７ ２，７８３ ０

委託費　（除草・剪定、空家管理等） ８，３０５ ７，０４０ １，２６５ ８，３０５ ０

計 ５８，７９５ ５２，１５１ ６，６４４ ５８，７９５ ０

事務経費 ６，７１０ ６，０３９ ６７１ ６，７１０ ０

本社経費 一般管理費 ３，７２９ ３，８７２ ２７５ ４，１４７ ４１８

その他経費 ６，５１２ ７，３６１ ５２９ ７，８９０ １，３７８

合　　　計 １４０，８６６ １４３，０３３ １３，４０９ １５６，４４２ １５，５７６

１戸当たり単価 ３８．６ ４２．０ ５４．７ ４２．９ ４．３

単位：千円

Ｒ５に市職員数を３人削減し、最終的（Ｒ８）には、６人程度を削減する。　⇒　職員人件費（約800万円×３人＝24,000千円）を削減

削減となる費用を活用し、廃止予定団地の移転交渉を進め、敷地の払下げ等により将来の維持管理経費に充てる。

令和４年度の管理戸数に基づく参考見積額（長野県住宅供給公社より徴取）



【参考】管理代行制度への移行に伴う職員削減計画（案） 10

担　当 業務内容
職員配置（正規職員数）

現　状（Ｒ４） 管理代行制度への移行後（Ｒ８）

管理職

①　課の総括

②　課内業務の総合調整

③　各担当の総括・対外対応

４
技術職　２

事務職　２

３

（△１）

技術職　２

事務職　１

企画担当 ①　住宅対策及び住宅計画
②　住宅資金の融資

４
技術職　３

事務職　１
４

技術職　２

事務職　２

建設担当 ①　市営住宅等の建設 ３ 技術職　３ ３ 技術職　３

維持担当 ①　市営住宅等の維持修繕 ５ 技術職　５ １
（△４）

技術職　１

管理担当
①　市営住宅等の管理運営
②　財産の管理
③　課の予算・庶務

５ 事務職　５ ４
（△１）

事務職　４

応急仮設住宅 ①　応急仮設住宅の管理運営 （1） 事務職（１） ０

合　計 ２１
（１）

技術職　１３

事務職　８（１）
１５

（△６）

技術職　８

事務職　７

移行初年度（Ｒ５）は、職員数を３人（管理職１人維持担当２人）減員し、最終的（Ｒ８）には、６人程度を減員する。
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管理代行制度　（公営住宅法に基づく市営住宅  :  ３，４０５戸） 指定管理者制度　（参考）

Ｒ４年３月
管理代行制度への移行（検討・決定）
※4/12 主管課長補佐会議
　 4/27 部長会議
　 5/27 市議会政策説明会

募集要項作成

 　　　４月
指定管理者の募集（告示・広報・ホームページ）
申請受付開始

　　　 ５月 応募説明会の開催

 　　　６月

管理代行予定者（長野県住宅供給公社）との協議
（代行業務の範囲・方法、費用負担）

申請期限　　　　　　　

　　　 ７月

指定管理者選定委員会（選定作業）　　　 ８月

　　　 ９月

　　  10月 候補団体の決定・通知、公表
　※部長会議、市議会政策説明会

　　  11月

　　  12月 関係条例・債務負担行為の設定（議会）、規則・要綱等の改正 指定管理者の指定・債務負担行為の設定（議会）

Ｒ５年１月 設立団体の長の認可（住宅供給公社：県）

公営住宅法による同意（事業主体：市）※議会の議決を要しない。

基本協定締結

　　　 ２月 年度協定の協議
徴収委託の公告　　　 ３月 公営住宅法に基づく公告　徴収委託の公告

　　　 ４月 管理代行開始 指定期間開始（年度協定締結）


